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庁
舎
の
利
用
方
法
は

『
合
併
時
は
分
庁
方
式
』と
確
認

平
成
十
五
年
八
月
二
十
七
日
（
水
）
飯
田
川
町
役
場
正
庁
に
お
い
て
、
第
三
回
合
併
協
議
会
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

は
じ
め
に
石
川
光
男
会
長
は
『
期
限
は
限
ら
れ
て
い
る
が
、
拙
速
は
避
け
て
、
堂
々
と
議
論
を
展
開

し
、
よ
り
良
い
市
の
誕
生
を
目
指
し
た
い
』
と
あ
い
さ
つ
。

協
議
会
は
委
員
等
二
十
二
名
が
出
席
し
、
新
市
事
務
所
の
位
置
な
ど
七
項
目
と
前
回
継
続
協
議
と
な

っ
て
い
ま
し
た
新
市
の
名
称
に
つ
い
て
協
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

協
議
事
項

《
継
続
協
議
》

新
市
の
名
称
に
つ
い
て

（
名
称
の
決
定
方
法
の
確
認
）

新
市
の
名
称
公
募
に
つ
い
て
、
応
募
基
準
の
な
か

で
現
在
の
三
町
の
名
称
を
「
使
用
す
る
」「
使
用
し

な
い
」
で
意
見
が
分
か
れ
ま
し
た
。

「
使
用
し
な
い
」
と
い
う
意
見
で
は
「
新
し
い
市

を
設
置
す
る
新
設
合
併
と
す
る
こ
と
か
ら
、
三
町
の

名
称
を
廃
し
た
公
募
を
す
べ
き
」
な
ど
が
あ
り
ま
し

た
。一

方
、「
使
用
す
る
」
と
い
う
意
見
で
は
「
多
数

決
で
な
く
名
称
選
定
小
委
員
会
で
候
補
を
絞
り
込

み
、
合
併
協
議
会
で
決
定
す
る
の
で
公
募
に
は
条
件

を
つ
け
る
べ
き
で
は
な
い
」
な
ど
が
あ
り
、
再
度
、

持
ち
帰
っ
て
委
員
か
ら
検
討
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と

し
、
継
続
協
議
と
な
り
ま
し
た
。

新
市
の
事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て

（
庁
舎
の
利
用
方
法
の
確
認
）

事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
三
町
の

既
存
庁
舎
の
い
ず
れ
か
の
位
置
と
し
、
庁
舎
の
利
用

方
法
に
つ
い
て
は
、
分
庁
方
式
（
三
町
の
従
来
の
庁

舎
に
行
政
機
能
を
持
た
せ
て
振
り
分
け
て
利
用
）
と

す
る
こ
と
に
つ
い
て
原
案
の
と
お
り
確
認
し
ま
し
た
。

分
庁
方
式
の
例

Ａ
庁
舎
は
管
理
部
門
、
Ｂ
庁
舎
は
市
民
生
活
・
福
祉
部
門
、

Ｃ
庁
舎
は
産
業
・
建
設
部
門
と
、
三
町
の
庁
舎
に
行
政
機
能

を
業
務
部
門
毎
に
振
り
分
け
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に

総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー
を
付
帯
さ
せ
た
も
の
（
現
在
の
窓
口
業

務
を
そ
の
ま
ま
残
す
）

※
総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー
は
、
住
民
が
よ
く
利
用
す
る
窓
口
業

務
を
行
う
。（
戸
籍
・
住
民
票
発
行
、
税
の
納
付
、
税
証
明
、

福
祉
・
年
金
申
請
　
等
）

Ａ庁舎
管理部門（総務・企画部門）

＋総合窓口センター

Ｂ庁舎
市民生活・福祉部門

＋
総合窓口センター

Ｃ庁舎
産業・建設部門

＋
総合窓口センター

【業務部門毎に振り分け利用する】

財
産
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（
財
産
及
び
債
務
の
取
扱
い
）

三
町
の
所
有
す
る
財
産
及
び
債
務
に
つ
い
て
（
財

産
区
を
除
く
）
は
、
基
金
の
扱
い
を
三
町
そ
れ
ぞ
れ

の
持
ち
分
と
し
て
支
出
す
る
意
見
や
、
基
金
を
平
等

に
す
る
意
見
、
基
金
の
支
出
を
限
定
し
な
い
で
新
市

に
お
い
て
支
出
す
る
意
見
が
あ
り
、
時
間
を
か
け
て

十
分
協
議
す
る
と
し
て
、
継
続
協
議
と
な
り
ま
し
た
。

新
市
将
来
構
想
に
つ
い
て

天
王
町
・
昭
和
町
・
飯
田
川
町
の
三
町
の
合
併
に

よ
っ
て
誕
生
す
る
新
し
い
市
の
将
来
の
姿
や
、
ま
ち

づ
く
り
の
方
向
性
を
示
す
も
の
と
し
て
原
案
の
と
お

り
確
認
し
ま
し
た
。（
詳
し
く
は
四
ペ
ー
ジ
を
参
照
）

新
市
建
設
計
画
に
つ
い
て

（
策
定
方
針
の
確
認
）

「
市
町
村
の
合
併
特
例
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ

き
作
成
す
る
市
町
村
建
設
計
画
（
新
市
建
設
計
画
）

に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
策
定
方
針
と
す
る
こ
と

で
原
案
の
と
お
り
確
認
し
ま
し
た
。

①
三
町
が
現
在
策
定
し
て
い
る
基
本
構
想
及
び
国
・
県
の
計

画
等
と
の
整
合
性
を
図
り
な
が
ら
、
将
来
を
展
望
し
た
長

期
的
視
野
に
立
ち
、
新
市
の
将
来
進
む
べ
き
方
向
を
明
確

に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

②
公
共
的
施
設
の
統
合
整
備
は
地
域
バ
ラ
ン
ス
に
留
意
す
る

と
と
も
に
、
合
併
特
例
債
な
ど
国
・
県
の
財
政
支
援
措
置

を
十
分
活
用
し
な
が
ら
、
健
全
な
財
政
運
営
が
可
能
な
計

画
と
す
る
。

③
基
本
方
針
を
実
現
す
る
た
め
の
主
要
事
業
に
つ
い
て
は
、

予
算
の
確
定
や
事
業
箇
所
の
決
定
、
各
事
業
間
の
優
先
度

の
判
断
な
ど
、
不
確
定
な
部
分
が
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
か

ら
、
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
検
討

す
る
も
の
と
し
、
新
市
建
設
計
画
で
は
そ
の
大
枠
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

地
方
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て
　
　

個
人
町
民
税
・
法
人
町
民
税
・
固
定
資
産
税
・
軽

自
動
車
税
・
た
ば
こ
税
・
特
別
土
地
保
有
税
の
税
率

等
は
、
三
町
と
も
差
異
が
な
い
こ
と
か
ら
現
行
の
と

お
り
と
す
る
。
ま
た
、
三
町
で
差
異
の
あ
る
部
分
に

つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
度
よ
り
次
の
と
お
り
統
一

す
る
。

①
固
定
資
産
税
の
納
期
は
、
天
王
町
及
び
飯
田
川
町
の
例

（
第
四
納
期
に
つ
い
て
十
一
月
一
日
〜
十
一
月
三
十
日
）

②
軽
自
動
車
税
の
納
期
は
、
天
王
町
及
び
昭
和
町
の
例

（
四
月
十
一
日
〜
四
月
三
十
日
）

③
入
湯
税
は
、
天
王
町
の
例
（
税
率
・
入
湯
客
一
人
一
日

一
五
〇
円
　
課
税
免
除
・
年
齢
十
二
歳
未
満
の
者
　
等
）

④
鉱
産
税
は
、
昭
和
町
の
例
（
税
率
・
鉱
物
の
価
格
の
一
％

二
〇
〇
万
円
以
下
〇
・
七
％
　
納
期
・
毎
月
十
五
日
〜
同

月
末
日
）

原
案
の
と
お
り
確
認
し
ま
し
た
。

議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（
決
定
方
法
の
確
認
）

議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
に
つ
い
て
調
査
・
検

討
し
、
合
併
協
議
会
で
決
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

原
案
の
と
お
り
確
認
し
ま
し
た
。

議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
に
つ
い
て
は
、
次
の

三
つ
の
案
が
あ
り
ま
す
。

①
原
則

合
併
前
の
三
町
の
議
員
は
す
べ
て
身
分
を
失
い
、
合
併
後

五
十
日
以
内
に
新
た
な
議
員
の
設
置
選
挙
を
行
う
。

②
定
数
特
例

法
定
定
数
の
二
倍
以
内
で
議
員
定
数
を
設
定
し
、
合
併
後

五
十
日
以
内
に
設
置
選
挙
を
行
う
。

③
在
任
特
例

合
併
前
の
三
町
の
議
員
全
員
が
合
併
後
二
年
以
内
の
期
間
、

引
き
続
き
在
任
す
る
。

今
後
協
議
検
討
さ
れ
こ
の
い
ず
れ
か
が
、
選
択
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

農
業
委
員
会
委
員
の
定
数
及
び

任
期
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（
決
定
方
法
の
確
認
）

農
業
委
員
会
委
員
の
定
数
及
び
任
期
に
つ
い
て
調

査
・
検
討
し
、
合
併
協
議
会
で
決
定
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
原
案
の
と
お
り
確
認
し
ま
し
た
。

選
挙
に
よ
る
委
員
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の

二
つ
の
案
が
あ
り
ま
す
。

①
原
則

合
併
前
の
三
町
の
委
員
は
、
合
併
後
五
十
日
以
内
に
新
た

な
委
員
の
設
置
選
挙
を
行
う
。

②
在
任
特
例

合
併
前
の
三
町
の
委
員
全
員
が
合
併
後
一
年
以
内
の
期
間
、

引
き
続
き
在
任
す
る
。

（
選
任
に
よ
る
委
員
の
特
例
は
あ
り
ま
せ
ん
）
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協
議
事
項

《
継
続
協
議
》

新
市
の
名
称
に
つ
い
て

（
名
称
の
決
定
方
法
の
確
認
）

前
回
と
同
様
、
公
募
の
応
募
基
準
の
三
町
の
名
称

使
用
に
つ
い
て
協
議
さ
れ
、
そ
の
中
で
「
よ
り
多
く

の
民
意
を
吸
収
す
る
た
め
に
三
町
の
名
称
は
使
用
す

べ
き
」「
新
市
と
し
て
ス
タ
ー
ト
す
る
の
だ
か
ら
、

三
町
の
名
称
は
使
用
し
な
い
ほ
う
が
い
い
」
な
ど
の

意
見
が
あ
り
、
次
回
へ
継
続
協
議
と
な
り
ま
し
た
。

新
市
の
事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て

（
合
併
時
の
事
務
所
の
位
置
の
確
認
）

新
市
の
事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
本
庁
舎
を

三
町
の
ど
の
役
場
の
位
置
に
す
る
か
協
議
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
中
で
「
町
民
の
利
便
性
を
考
え
、
比
較
的

新
し
い
庁
舎
で
も
あ
り
場
所
的
に
も
地
域
の
中
心
で

平
成
十
五
年
九
月
二
十
五
日
（
木
）
昭
和
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
第
四
回
合
併
協
議
会
が

開
催
さ
れ
、
委
員
等
二
十
一
名
が
出
席
、
約
五
十
人
が
傍
聴
し
ま
し
た
。

は
じ
め
に
石
川
光
男
会
長
が
『
県
内
外
の
合
併
協
議
の
例
に
あ
る
よ
う
、
生
み
の
苦
し
み
と
も
言
え
る
状
況

に
直
面
し
て
い
る
。
私
ど
も
協
議
会
に
お
い
て
も
、
正
に
こ
こ
数
ヶ
月
が
あ
る
意
味
で
山
場
で
あ
る
と
思
っ
て

い
る
。
意
見
の
違
う
部
分
に
つ
い
て
、
い
か
に
折
衷
案
を
探
り
な
が
ら
、
三
町
合
併
の
あ
る
べ
き
姿
を
協
議
し

あ
う
こ
と
が
大
事
で
あ
る
』
と
あ
い
さ
つ
。

続
い
て
新
市
の
事
務
所
の
位
置
な
ど
二
案
件
と
前
回
継
続
協
議
と
な
っ
て
い
た
新
市
の
名
称
な
ど
二
案
件
に

つ
い
て
協
議
さ
れ
ま
し
た
。

電
算
シ
ス
テ
ム
は
『
合
併
時
に
統
合
』
と
確
認

１　住民組織と行政の関係の再構築

２　市民活動の促進

３　行財政運営の効率化

将来像実現のための基本的な考え方

●基本目標●

→

将来像

【新市将来構想】

将来像の実現に向けた基本目標として、

次の５項目を設定します。

将来構想とは？

『新市将来構想』は、

天王町・昭和町・飯田川町の

３町の合併によって誕生する

新しい市の将来の姿や、

まちづくりの方向性を

示すものです。

「36000」は、新市の

すべての住民、すべての地域を

意味します。新市に住む誰もが、

良好な環境の中で活き生きと楽

しく活動・生活でき、生きがい

を持って暮らし、魅力的で活力

にあふれた夢のある地域を

つくることを

めざします。

一人ひとりの個性や生き方が

尊重され、人と環境に配慮した、

田園と都市が両立した魅力

あふれるまちづくりを

めざします。

２
一人ひとりが輝く

ひとと環境に優しい田園都市とは？

１
活き生き36000の
夢づくりとは？

環
境
と

調
和
し

快
適
で

安
ら
ぎ
の
あ
る
ま
ち

安
心
し
て

楽
し
く
健
や
か
に

暮
ら
せ
る
ま
ち

活
力
と

創
意
工
夫
で

豊
か
に
暮
ら
せ
る
ま
ち

生
涯
学
び
心
豊
か
な

人
を

育
む
ま
ち

と
も
に

支
え
温
か
に

ふ
れ
あ
え
る
ま
ち

次の点に留意することにより住民を主役としたまちづくりを進め、

まちづくりにかかる行財政コストを削減していきます。

あ
る
昭
和
町
役
場
を
本
庁
舎
に
す
べ
き
」「
人
口
密

度
の
高
い
天
王
町
の
役
場
庁
舎
を
本
庁
舎
に
す
べ

き
」「
結
論
を
急
が
ず
、
議
論
を
尽
く
す
べ
き
」
な

ど
の
意
見
が
出
さ
れ
、
次
回
以
降
に
あ
ら
た
め
て
協

議
す
る
こ
と
と
し
、
継
続
協
議
と
な
り
ま
し
た
。

《
継
続
協
議
》

財
産
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（
財
産
及
び
債
務
の
取
扱
い
）

前
回
と
同
様
、
基
金
の
取
扱
い
に
つ
い
て
「
三
町

そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
分
と
し
て
地
域
振
興
の
事
業
推
進

に
使
用
す
べ
き
」「
財
産
は
す
べ
て
新
市
に
引
き
継

ぎ
、
合
併
後
に
検
討
す
べ
き
」
な
ど
の
意
見
が
出
さ

れ
ま
し
た
が
、
決
定
に
は
い
た
ら
ず
継
続
協
議
と
な

り
ま
し
た
。

電
算
シ
ス
テ
ム
の
取
扱
い
に
つ
い
て

電
算
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、合
併
時
に
統
合
し
、

住
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
招
か
な
い
よ
う
調
整
す
る

こ
と
と
し
原
案
の
と
お
り
確
認
し
ま
し
た
。

具
体
的
な
調
整
方
法
は
次
の
二
つ
で
す
。

①
基
幹
業
務
シ
ス
テ
ム
等
に
つ
い
て
は
、
機
器
及
び

シ
ス
テ
ム
を
統
一
す
る
。

各
庁
舎
及
び
公
共
施
設
間
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス

テ
ム
で
運
用
す
る
。

電
算
導
入
に
あ
た
っ
て
は
、
合
併
前
に
検
討
委
員

会
を
設
置
し
、
検
討
を
行
う
。

②
単
独
処
理
業
務
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
新
市
に

お
い
て
調
整
す
る
。
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●合併に必要なあらゆる事項について協議・決定�
●新市建設計画について協議・作成�

合併協定書の調印�
●合併協議会での３町の話し合いの結果の主要�

　部分は、合併協定書にまとめられます。�

３町議会の議決�
●合併協定書に沿って３町の議会が議決します。�

知事への申請�
●３町の町長から知事あてに申請されます。�

県議会の議決・知事の決定�
●県議会の議決を経て、知事が合併を正式に決�

　定します。�

●市になる合併である３町の場合は総務大臣の�

　同意が必要となります。�

●総務大臣の告示によって、合併の効力が発生�
　し、『新市』が誕生します。�
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新
市
誕
生
を
二
年
後
に
控
え
、
協
議
を
重
ね
三
町

の
姿
が
少
し
ず
つ
み
え
て
き
て
い
ま
す
。

古
く
か
ら
様
々
な
繋
が
り
の
あ
る
地
域
で
あ
り
、

親
し
み
の
あ
る
地
域
で
あ
る
の
で
合
併
後
の
新
市
は

三
万
六
千
人
の
市
民
が
一
つ
に
な
り
、
夢
の
あ
る
市

が
誕
生
す
る
こ
と
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
一
大
イ
ベ
ン
ト
の
委
員
と
し
て
誇
り
と
情
熱

を
持
っ
て
協
議
に
臨
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

天
王
町
委
員

佐
々
木
　
吉
　
男

目
標
は
、
活
気
の
あ
る
新
し
い
都
市
像
を
実
現
し

て
い
く
事
。
そ
の
た
め
に
は
、
農
業
・
商
工
業
を
含

め
た
産
業
振
興
計
画
に
理
解
を
深
め
て
い
く
必
要
が

あ
る
。
そ
の
う
え
で
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
ニ
ー
ズ
と
合

致
す
る
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
論
を
尽
く
し
て
い
く
こ

と
が
大
事
で
あ
る
と
思
う
。

「
新
し
い
酒
は
新
し
い
革
袋
に
入
れ
て
飲
む
」
の

が
お
い
し
い
。

天
王
町
委
員

鈴
　
木
　
久
米
雄

こ
の
度
、
浅
学
非
才
な
私
で
す
が
、
三
町
合
併
協

議
会
住
民
代
表
委
員
の
大
役
を
引
き
受
け
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

当
協
議
会
で
は
、
毎
月
会
議
を
開
き
、
新
市
に
な

る
た
め
真
剣
な
討
議
を
し
て
お
り
ま
す
。
各
協
議
委

員
等
の
意
見
を
踏
ま
え
、
い
か
に
各
地
区
に
サ
ー
ビ

ス
の
行
き
届
い
た
、
住
み
よ
い
新
市
づ
く
り
を
し
て

い
こ
う
か
と
一
生
懸
命
勉
強
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

昭
和
町
委
員

舘
　
岡
　
　
　
哲

合
併
協
議
会
の
委
員
と
し
て
、
大
変
な
重
責
を
痛

感
し
て
お
り
ま
す
。

三
町
が
手
を
取
り
合
っ
て
、
立
ち
上
が
っ
た
協
議

会
を
重
ね
る
に
つ
れ
、
新
市
へ
の
取
り
組
む
べ
き
施

策
に
つ
い
て
、
委
員
の
意
見
交
換
も
活
発
と
な
っ
て

ま
い
り
ま
し
た
。

住
民
が
活
き
生
き
と
輝
き
、
活
力
あ
る
「
ま
ち
づ

く
り
・
人
づ
く
り
」
を
す
る
た
め
に
も
、
微
力
な
が

ら
努
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。

天
王
町
委
員

三
　
浦
　
ト
シ
子

法
定
協
議
会
を
立
ち
上
げ
協
議
が
開
催
さ
れ
委
員

と
し
て
事
の
重
さ
を
痛
感
し
て
お
り
ま
す
。

協
議
は
課
題
も
多
い
が
、
そ
の
課
題
を
解
決
し
対

等
合
併
の
意
義
を
尊
重
し
、
三
町
住
民
の
思
い
が
反

映
さ
れ
た
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
に
努
力
し
て
ま
い

り
ま
す
。

住
民
が
主
体
の
行
政
、
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
招
く

事
な
く
将
来
に
安
心
・
生
き
が
い
の
持
て
る
新
市
誕

生
に
向
け
活
発
な
意
見
を
述
べ
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

昭
和
町
委
員

南
　
都
　
武
　
男

合
併
新
市
誕
生
は
将
来
を
担
う
若
者
達
が
誇
り
に

出
来
る
「
魅
力
あ
る
地
域
づ
く
り
」
の
具
体
化
を
考

え
ま
す
。

行
政
の
効
率
化
、
財
政
健
全
強
化
、
力
強
い
産
業

の
育
成
充
実
等
々
緊
急
課
題
が
山
積
み
す
る
中
、
五

十
余
年
の
既
存
の
枠
組
み
か
ら
広
域
化
に
対
応
し
た

大
き
な
視
野
と
新
た
な
観
点
で
協
議
が
結
実
す
る
様

努
め
て
参
り
ま
す
。

協
力
と
努
力
の
継
続
が
、
新
市
の
活
力
を
生
み
出

し
市
民
の
為
に
な
る
と
考
え
ま
す
。

昭
和
町
委
員

淡
　
路
　
　
　
徹

地
方
自
治
体
の
財
政
な
ど
「
未
来
」
を
考
え
る
上

で
の
今
回
の
合
併
。

住
民
代
表
と
し
て
、
何
よ
り
も
「
合
併
し
て
よ
か

っ
た
」
と
地
域
の
皆
様
が
思
え
る
三
町
の
合
併
で
あ

り
た
い
。

協
議
会
に
は
、
広
い
視
野
で
臨
み
た
い
し
、
住
民

サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
招
か
な
い
「
新
市
建
設
計
画
」

と
な
る
よ
う
努
力
し
た
い
。

女
性
の
立
場
か
ら
も
、
協
議
会
委
員
と
し
て
責
任

の
重
み
を
感
じ
て
い
る
。

飯
田
川
町
委
員

小
　
玉
　
喜
久
子

平
成
十
二
年
に
、
地
方
分
権
一
括
法
が
施
行
さ
れ
た
。

町
民
自
ら
の
責
任
で
行
政
サ
ー
ビ
ス
が
決
定
出
来
る

よ
う
に
な
っ
た
。

三
町
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
、
文
化
が
あ
り
、
町
に

対
す
る
思
い
入
れ
の
強
さ
を
合
併
協
議
会
を
通
じ
強
く

感
じ
て
い
る
。

こ
う
し
た
中
で
の
合
併
は
、
自
ら
の
参
加
で
ま
ち
づ

く
り
が
出
来
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

未
来
に
向
け
て
夢
の
あ
る
新
し
い
町
づ
く
り
が
出
来

る
と
確
信
す
る
。

飯
田
川
町
委
員
　

鈴
　
木
　
政
　
亞

地
方
分
権
時
代
の
新
風
が
到
来
し
、
合
併
論
議
は

時
代
の
趨
勢
と
も
言
え
よ
う
。

社
会
構
造
の
変
化
・
少
子
高
齢
化
・
財
政
等
課
題

は
山
積
み
し
て
い
る
が
、
地
域
が
決
定
・
地
域
の
責

任
で
運
用
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
合

併
は
ま
ち
づ
く
り
で
も
あ
り
ま
す
。
希
望
に
満
ち
た

将
来
を
構
想
し
、
住
民
が
快
適
に
暮
ら
せ
る
環
境
づ

く
り
に
つ
い
て
、
協
議
会
で
論
じ
て
行
き
た
い
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

飯
田
川
町
委
員
　

伊
　
藤
　
義
　
弘

協議会委員の皆様の合併に向けた熱い意気込みと抱負をご紹介いたします！

今号は、第３号委員（住民代表）を掲載します。協議会委員紹介コーナー協議会委員紹介コーナー協議会委員紹介コーナー
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●事務局●

■印刷／株式会社　塚田美術印刷

第５回合併協議会は、平成

15年10月24日（金）午後２

時から天王町図書館で開催し

ます。

どなたでも傍聴できます。

お気軽においでください。

informationinformation
インフォメーション

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
更
新
し
ま
し
た
！

http://www.tsi-gappei.jp/

E-mail：soumu@tsi-gappei.jp

てんのう・しょうわ・いいたがわ

フォト・ギャラリー

■天王町公民館

■天王町図書館

■
昭
和
町
公
民
館

■
飯
田
川
町
公
民
館

■
昭
和
町
学
習
館
（
図
書
室
）


